
特定整備記録簿の記載方法について 

 

 

 

 

【以下、記載例を示します。】 

○ ガラス交換を構内外注し、レーダー交換及びエーミング作業を自ら行った場合 

 

注 ○×ガラス（内） 
○×レーダー 
○Ａエーミング 

注 

• 電子制御装置整備を外注した場合や離れた作業場で特定整備を実施した場合の特定整備記録簿の記載例を示します。 

• 特定整備記録簿の作成責任については、電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習テキストをご確認ください。 

構内外注の旨を記載 



○ レーダー交換を外注元、エーミング作業を外注先で実施した場合 

 

 

 

 

外注元 

注 ○×レーダー 
○Ａエーミング（外） 

注 

外注先 

注 ○Ａ エーミング 注 

外注した旨を記載 



○ 電子制御装置整備の全部を他の自動車特定整備事業者に外注した場合 

※外注元の特定整備事業者は、特定整備記録簿に記載しないよう注意してください。 

 

 

  



○ 事業場内に限り電子制御装置点検整備作業場以外の場所において電子制御装置整備作業を実施した場合 

① 入庫した車両については、自社の電子制御装置点検整備作業場でエーミング作業を行えないことから、電子制御装置整備作業場の屋上で

エーミング作業を行った場合 

 

 

② 離れた作業場（○○板金工場）でバンパ交換を行った場合 

 

 

注 ○Ａ  エーミング（電
子制御装置整備作
業場の屋上、晴れ、
電子制御装置整備
作業場の寸法を超
過） 

注 

注 ○× バンパ（○○板金 
工場） 

注 

天候及びエーミング 作業を電子

制御装置点検整備作業場以外の

場所で行った理由を記載 


